
 

 

令和６年４月１日実施の組織機構の見直しについて（関係部分抜粋） 

 

１　市長部局の見直し 

　(1) 課の新設 

　　　地域包括ケアシステムや重層的支援体制の推進・強化を始め、今後の社会状況を踏ま

えた福祉保健政策の総合調整を行うため、福祉保健部に「地域包括ケア推進課」を設置

する。 

　(2）係の廃止 

　　　高齢介護課の「企画調整係」を廃止し、当該所管事務を地域包括ケア推進課地域包括

ケア推進係に移管する。 

　(3) 課の事務の移管 

　　　高齢介護課所管の基幹相談支援センターに係る事務について、障がい者に関する相談

支援や事業所支援等を一体的に推進するため、福祉課に移管する。 

　(4) 出先機関の移管 

　　　高齢介護課所管の「地域包括ケア総合推進センター」について、一体的な地域包括ケ

アシステムの推進・強化を図るため、地域包括ケア推進課に移管する。 

　 

２　教育委員会の見直し 

　　教育機関の名称変更 

　　　子ども家庭サポートセンター　←　子どもの育ちサポートセンター 

　　　児童福祉法の一部改正に伴い、こども家庭センターの設置に係る努力義務等が定めら

れたことから、子どもの育ちサポートセンターをこども家庭センターとして位置付け、

その名称を「子ども家庭サポートセンター」に改める。 
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《裏面あり》




